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ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の疑義解釈について

ヒト幹細胞を用いる臨床研究を取り巻く環境の変化に対応するため 「ヒト幹細胞を、

用いる臨床研究に関する指針（平成１８年厚生労働省告示第４２５号 」を全般的に見）

直し、平成２２年厚生労働省告示第３８０号（以下「本指針」という ）により告示し。

たところです。また 「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の改正等について」、

（平成２２年１１月１日付医政発１１０１第１１号厚生労働省医政局長通知）により

本指針の周知徹底及び遵守を要請したところです。

今般、本指針の運用に資する疑義解釈について、別紙のとおりとりまとめたところ

です。当該疑義解釈に記載されている事項は、本指針の適切な運用に資するものであ

るため、貴職管内のヒト幹細胞を用いる臨床研究に携わる者に対し、広く周知される

よう、よろしくご高配賜りますようよろしくお願い申し上げます。


